
令和 6年度第 2回東大和市学校給食センター運営委員会 会議要録 

 

日 時  令和 6年 11月 12日（火）14時 00分から 14時 30分まで 

場 所  東大和市学校給食センター会議室 

出席者 【委員】（24名） 

【東大和市教育委員会】 

 田口教育部長、加藤教育総務課長、 

 國森給食係長、久保田主任、小林主任、 

 森田（麻）栄養士、大島栄養士 

 

 

次第 

１ 教育長挨拶 

２ 議題 

  （１）学校給食について（諮問） 

  （２）運営委員会委員の構成について 

３ その他 

   ・今後のスケジュールについて 

 

会議録                            

午後２時 00分 開会 

会長 皆さま、こんにちは。本日はお忙しい中、東大和市学校給食センター運営委員会に  

ご出席いただきましてありがとうございます。 

会議に先立ちまして、事務局より、本日の資料の確認をお願いいたします。 

加藤教育総務課長 それでは、資料の確認をさせていただきます。資料については事前に送付させてい

ただきましたが、本日お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。 

～ なし ～ 

まず１枚目が本日の会議の次第でございます。 

次に資料 1として給食食材料費高騰による不足見込み額 

続きまして資料 2として学校給食センター運営委員会委員等の他市の構成状況 

続きまして資料 3として運営委員会委員の構成事務局案について 

配布資料に過不足はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

なお、諮問書の写しにつきましては、伝達後に皆様にお配りさせていただきます。 

 

 会議録作成のため、本日の会議を録音させていただきますので、ご了承ください。ま

た、ご発言の際には所属団体と氏名を仰ってからご発言くださいますようお願いいた

します。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長 

 

 ありがとうございました。 

本日の会議につきましては、東大和市学校給食センター運営委員会規則第５条第２項



 の規定に基づき、委員の半数以上の出席が必要となります。 

本日、委員の半数以上のご出席をいただいておりますので、ただいまから、令和６年

度第２回東大和市学校給食センター運営委員会を始めさせていただきます。 

議題に入る前に、本日の委員会につきましては、只今、傍聴の許可願いは提出されて

おりませんが、会議中に傍聴許可願いが提出された際、審議に支障の無いよう、あらか

じめ取り扱いを確認させていただきます。 

傍聴につきましては「東大和市学校給食センター運営委員会会議の傍聴に関する取

扱要領」に手続きが定められております。 

傍聴許可願いが提出された場合に、許可することにご異議ございませんか。 

～ 異議なし ～ 

異議がないものと認め、会議中に傍聴許可願いが提出された際、速やかに傍聴を許可

いたします。 

はじめに次第の１、東大和市教育委員会 岡田教育長よりご挨拶をお願いいたしま

す。 

１ 教育長挨拶 

田口教育部長  皆様、こんにちは。教育部長の田口でございます。 

本来であれば岡田教育長がご挨拶申し上げるとことでありますが、他の公務が重な

り出席が叶わないことから、教育長に代わりまして、一言ご挨拶申しあげます。 

本日はご多用の中、東大和市学校給食センター運営委員会にご出席いただきましてあ

りがとうございます。 

また、日頃から、学校給食をはじめ、教育行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し

上げます。現在、市では、令和７年１月から児童生徒の給食費無償化に向け準備を進め

ているところでございます。 

さて、本日の議題は、学校給食費などお諮りしたい事項につきまして、ご審議いただ

きたいと存じます。 

詳細につきましては、後ほど事務局よりご説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

委員の皆様におかれましては、今後とも学校給食事業にご理解ご協力を 賜ります

よう重ねてお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきま

す。 

３ 議題 （１） 学校給食について（諮問） 

会長 ありがとうございました。 

次に、学校給食に関する教育委員会からの諮問に移ります。 

教育委員会からの諮問書の伝達を行っていただきます。 

事務局の加藤教育総務課長、進行をお願いいたします。 

≪諮問書伝達式≫ 

会長  ただいま伝達が終了いたしましたので、(１)「学校給食について（諮問）」を議題に

供(きょう)します。本件について事務局から説明をお願いいたします。 



加藤教育総務課長 

 

それでは、本日お配りさせていただきました「学校給食について（諮問）」写しをご

覧ください。 

 本件は、学校給食の質の維持・向上に必要な学校給食費につきまして、東大和市学校

給食センター設置条例第７条の２第１項の規定に基づき、東大和市学校給食センター

運営委員会に諮問するものであります。 

それでは、内容につきましてご説明いたします。 

まず、諮問内容についてでありますが、より栄養バランスのとれた、美味しい学校給

食を作ることができるよう、現在の学校給食費の見直しにつきまして、学校給食センタ

ー運営委員会の意見を求めるものでございます。 

 次に、理由についてでありますが、市では、これまでも食材料費が高騰していること

を受け、令和６年４月から学校給食費の改定を実施したところでございます。しかし

ながら、昨今、精白米の価格が従前の２倍程度に値上りするなど、食材料費の価格高騰

が未だ続いており、現在の学校給食費では、給食の質を維持することが困難であるこ

とから、学校給食費の見直しが必要であると考え、諮問するものでございます。 

 なお、参考として令和６年度の給食費の表を記載させていただきました。現在は国や

東京都からの補助金を活用し、保護者の負担軽減を実施しておりますので、実際に保

護者から徴収している金額は、記載の金額より少なくなっております。 

 最後に、改定予定時期ですが、令和７年１月１日から改定することを想定しておりま

す。 

  引き続き資料１をご覧ください。こちらは、給食食材料費高騰による不足見込み額を

試算した資料でございます。まず、資料の上段、令和６年度の収入の見込み額でござい

ますが、こちらは現行の単価から年間の額を算出し、令和５年度の収納率を乗じて予

想額を計算したものでございます。金額としては３億６,０００万７,８５６円となり

ます。 

 一方、資料の中段、支出額については、４月分から７月分は本年度の実績値を計上

し、９月分から３月分は昨年の支出実績に食材料契約価格上昇率を乗じて見込みを算

出しました。こちらについては、日頃、必要な栄養価を確保した上で栄養士が創意工夫

を行い、昨年度からの食材料費の高騰を受け、節約をしても最低限必要となる金額と

ご理解ください。金額としては３億８,２７９万９,９６６円となります。 

 表の下をご覧ください。記載のとおり、収入から支出を引いた額が不足分となり、

２,２７９万２,１１０円が令和６年度年間で不足が見込まれております。 

 ただし、令和５年度から令和６年度への繰入額が１,０３２万７,４９２円あります

ので、差し引きの不足額が１,２４６万４,６１８円となります。 

 なお、令和７年度においても引き続き食材料費の高騰が予測されることから、現行単

価のままでは不足することが確実であると見込んでおります。 

 次に、今後の検討の進め方につきましてご説明いたします。 

 学校給食費に関することになりますことから、慎重にご検討いただく必要があると

考えております。東大和市学校給食センター運営委員会規則第６条第１項に規定する

専門部会の設置をしたいと事務局では考えております。部会員につきましては、昨年



度と同様に各小中学校の校長先生の中から３名と、ＰＴＡ会長又は保護者の会会長の

中から３名の合計６名としまして、部会員につきましては、同規則第６条第２項の規

定により、会長よりご指名いただきたいと考えております。 

 なお、専門部会においては、令和６年度及び令和７年度の食材料費増加見込みなどか

ら改定単価を算出し、検討していきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い致します。 

会長 事務局からの説明が終わりました。 

何か、ご意見ご質問がございましたら挙手をお願いいたします。 

～ 質疑なし ～ 

  ご質問がなければ、質疑を終わります。 

事務局からは、専門部会の設置について提案がなされておりますが、専門部会につい

て、設置することにご異議ございませんか。賛成の委員の方の拍手を求めます。 

～ 委員より拍手 ～ 

会長  ありがとうございました。 

それでは、専門部会を設置することといたします。 

専門部会の部会員につきましては、東大和市学校給食センター運営委員会規則第７

条第２項に基づき、会長である私から指名をさせていただきます。専門部会の部会員の

選出にあたっては、小学校は今年度の運営委員会会長及び職務代理の担当小学校の校

長先生と PTA 会長また中学校は中学校長会長の担当中学校の校長先生と PTA 会長にし

たいと考えております。 

指名された方は、お手数ですが、その場にご起立ください。 

第一小学校の校長先生、 

第二小学校の校長先生、 

第三中学校の校長先生、 

第二小学校ＰＴＡ会長、 

第三中学校ＰＴＡ会長、 

最後に第一小学校ＰＴＡ会長の私、 

以上の６名を専門部会員として指名いたします。皆様、よろしくお願いいたします。ど

うぞ、着席ください。 

３ 議題 （２）運営委員会委員の構成について 

会長   次に、（２）運営委員会委員の構成につきまして、事務局より説明をお願いいたし

ます。 

加藤教育総務課長   それでは、運営委員会委員の構成についてご説明いたします。 

 現在、学校給食センター運営委員会の構成は東大和市学校給食センター運営委員会

規則に定められており、４０人以内で構成することとなっています。そのうち小・中学

校長とＰＴＡ会長等は全校から各１人に加え学識経験者など、合計３４人となってお

り、他市と比較すると多い状態となっています。 

委員会運営をより円滑なものとするため、また、学校長やＰＴＡ会長等の負担を少し

でも軽減するため、委員会の人数を見直したいと考え、議題に供するものでございま



す。 

 ご意見を伺った結果、令和７年４月１日から改正したいと考えております。 

 それでは、お手元の資料２をご覧ください。 

 ここでは、他市の学校給食センター運営委員会委員等の状況となっております。 

 本資料は学校給食センター運営委員会委員会等がある２４市の構成員毎にまとめた

ものになります。 

 市立小中学校長を委員としている市が２４市あり、最も多いのが ２人以内で１０

市、次いで４人以内と全校としている市が３ずつあります。 

 小中学校ＰＴＡ代表または保護者代表を委員としている市が２２市あり、最も多い

のが２人以内で７市、次いで全校としている市が５市、４人以内としている市が３市

あります。 

 学校医を委員としている市が５市あり、２人以内としている市が２市、１人としてい

る市が３市あります。 

 保健所職員を委員としている市は１１市あり、１人としている市が１０市、人数を指

定していない市が１市あります。 

 大学教授等の学識経験者を委員としている市が１４市あり、１人又は２人以内の市

が３市ずつ、３人、４人、若干名としている市が２市ずつあります。 

 また、当市では委員としておりませんが、副校長や給食主任、養護教諭等の先生、栄

養士や調理員などを委員としている市もあります。 

 委員の合計人数については１０人から１５人以内としている市が １２市あり、全

体の半数にあたります。  

各市の状況をもとに、当市の委員更正の事務局案について、資料３を ご覧くださ

い。 

 事務局案といたしまして、現在全校の校長及びＰＴＡ会長としているところ、市内に

は小学校が１０校、中学校が５校ございますので、小学校から、校長と PTA 会長又は

保護者代表をそれぞれ２人ずつ、中学校から、校長と PTA 会長又は保護者代表をそれ

ぞれ１人、委員となっていただいてはどうかと考えております。  

市内小学校１０校と中学校５校で、５校に１校ずつ委員を選出して頂ければ５年間

でローテーションをするため分かりやすいのではないかと考えております。 

また、ＰＴＡが無い学校の保護者代表については、現在「その他教育委員会において

適当と認める者」として委員をお願いしている所ですが、「ＰＴＡ会長又は保護者代

表」と整理をしたいと考えております。 

併せて、今まで校長、ＰＴＡ会長などは任期の定めがなく、異動や交代などで役職で

なくなった場合に委員も辞していましたが、今後は任期を１年と定めたいと考えてお

ります。  

なお、学校医の人数についても現在医師会と調整をしております。調整が出来ました

ら次回以降報告をしたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長  説明が終わりました。ご質問がございましたら、挙手をお願いいたします。 



委員  先程から保護者代表という言葉がでていますが、PTAに変わるような組織もない学校

も現在ちらほらと聞いている。それに準ずるような形の活動されている方がいるが PTA

としてはないとか、保護者の会というものが明確にないような学校もあると伺ってい

る中で、PTA会長あるいはその保護者代表というところをどういうふうに選ばれていく

のか気になります。各学校の方針で決めるのか、それとも給食センターの方で決める

のか気になります。 

田口教育部長 ご質問ありがとうございます。実態としては給食センターの方ではなかなか繋がり

が薄いので、各学校長にご相談をさせていただきながら保護者代表やおやじの会とか

様々な団体があると思いますのでそういったところとご相談させていただきながら前

年度中にはご依頼をさせていただき、新年度になりましたらご選出をお願いできれば

いいのかなと思っております。保護者の皆様の考え方もあると思いますのでご相談さ

せていただきながら、小学校が２校に中学校が１校ということになるかと思いますが、

輪番制になった学校ともご相談させていただいて決めていければなと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

会長 ご質問がなければ、以上で質疑を終わります。  

なお、現在事務局で学校医の人数についても調整をしているところで

ございますので、その結果を踏まえて次回の運営委員会で採決をしたい

と思います。  

３ その他 

会長 次に、次第の３、その他に移ります。  

（３）その他  につきまして、事務局から説明をお願いいたします。  

加藤教育総務課長 それでは、（３）その他としまして、予定しております今後のスケジュ

ールにつきまして、ご説明いたします。  

まず、先ほど会長より指名されました委員の皆様におかれましては、こ

の後、第１回  専門部会を開催いたします。専門部会では給食費改定に係

る具体的な金額等の検討を行う予定でございます。  

次に、１１月２１日（木）１４：００から第２回専門部会を開催いたし

ます。第２回  専門部会では給食費の改定額案を踏まえ、諮問に対する答

申案の検討をする予定でございます。  

次に、１２月１６日（月）１４：００から第３回専門部会の開催をいた

します。第３回専門部会では検討された答申案を決定します。その後同日

の１５：００から第３回運営委員会の全体会で答申書の案を提案し、了承

が得られれば運営委員会会長から教育長へ答申書を伝達するというスケ

ジュールで考えております。かなり短い期間での検討となってしまい、委

員の皆様方にはご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたします。以

上でございます。  

会長 説明が終わりました。この件につきましてご質問等がございましたら、

挙手をお願いいたします。  



～ 質疑なし ～ 

ご質問がなければ、質疑を終わります。  

議題は全て終了となりますが、この後１０分程度休憩を入れまして引

き続き専門部会に移りたいと思いますので、部会員の皆様はそのまま残

っていただきますようお願いいたします。  

それでは、これをもちまして、令和６年度第２回東大和市学校給食セン

ター運営委員会を閉会といたします。  

委員の皆様のご協力に対しまして、お礼を申し上げます。お疲れさまで

した。  

午後２時３０分 閉会 

 


